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研究成果の概要（和文）：本研究では、最終的に女性の就業継続や昇進の社会的課題に対する認知構造の変化プロセス
を研究した。育児休業制度が整った現在でも我が国の女性の6割は出産を機に退職している理由として、女性個人の就
業意欲の低下が指摘されることが多い。しかし本研究でヒアリングやデータ分析をしたところ、継続就業の阻害要因は
女性個人の意欲以上に、職場環境が原因で育児と業務責任を両立する自信がない、またその努力をしても適切に評価さ
れないと考えた女性が職場のフリーライダー化していることが分かった。また教育によって認知が変わることが分かっ
たため、今後は自ら経営するソーシャル・ビジネスを通じて社会的実験を続けていくこととした。

研究成果の概要（英文）：This research is about social issue that Japanese scores of continued employment 
and promotion of woman are very low, and studied how their cognitive structure can be changed to solve 
it. Nowadays more than 80% of Japanese companies have been introduced a system of childcare leave, 
however about 60% of women quite their job after a child is born. It is said that this is because 
woman’s work motivation decreases after childbirth, but the research revealed it is wrong. Actually it 
is rather because of their working environments, then women who are facing to difficulties revise their 
motivation downward and become ‘free-rider’ in order to adapt the situation. Also, through this 
research it confirmed that the education for woman will change their cognitive structure I will continue 
this social experiment.

研究分野： 経営
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

（１）社会的課題の解決に至る財やサービス
の提供は公的な性格が強く、これまで行政機
関や NPO 法人が公的資金を用いて対処して
きた。しかし昨今の社会的課題は多様化が進
んでいるため、行政が一義的に対応すること
は社会的コストを飛躍的に増大させる。その
ため起業家が社会的課題の解決を目的に興
した事業であるソーシャル・ビジネスは、持
続的な問題解決のみならず経済発展を同時
にもたらす可能性があるため、ソーシャル・
ビジネスを経営の観点から研究していた。 

（２）その研究の中で、ソーシャル・ビジネ
スは社会的課題に対する解決策を提供する
のみならず、当事者や周辺の関係者たちの認
知構造に変化をもたらすことで社会的課題
の解決を実現する、すなわち広い意味での組
織変革をもたらすものであるということが
分かった（国保,2011）。そこでソーシャル・
ビジネスの研究を通じて、組織の関係者に認
知構造の変化をもたらすメカニズムおよび
そのプロセスのマネジメントを研究しよう
と考えた。 

 

２．研究の目的 

（１）変化する環境に適応するためには組織
も変革を実施せねばならないが、変革をもた
らすのは容易ではない。しかしこれまでの研
究（国保,2009:国保,2011）で、ソーシャル・
ビジネスには認知構造に変化をもたらす可
能性があることが分かっている。また昨今は
組織成員の会社に対する強いコミットメン
トを前提としたマネジメントの手法が通用
しなくなりつつある。 

（２）そこで、本研究ではこの前提のもとに、
①組織の生存に必要な変革をどうすればも
たらせられるのか、言い換えれば組織の関係
者に認知構造の変化をもたらすにはどうす
ればよいのか、また、②そのために組織利用
者を組織支持者にどうすれば転換させられ
るのか、言い換えればその変化における当事
者意識をいかに醸成できるのか、の 2 点につ
いて組織マネジメントの観点から明らかに
することを目的とした。 

 

３．研究の方法 

本研究では Eisenhardt（1989)のケースによ
る理論構築プロセスを基本とした研究アプ
ローチを採用し、ケース分析を行った。過去
の事象から一般化された一般理論としての
分析フレームワークを抽出し、その機能する
メカニズムを理解した上で、未来の事象に適
応出来るような形にまとめてゆく。フレーム
ワークの構築にあたっては、文献調査と同時
に探索的研究を行い、概念の整理から仮説フ
レームワークの構築までを実施する。その後
選定した事例に対し、この分析フレームワー
クを適応して確認するとした。 
 
 

４．研究成果 
（１）本研究では、結果的に探索的研究の期
間が計画していたよりもかなり長くなった。
H24 年度は、文献調査および調査事例の選定
のための探索的研究を実施したが、計画段階
では研究対象として既存のソーシャル・ビジ
ネスの事例をいくつか候補にしていたもの
の、探索的研究をする中で事例として分析対
象にするには適切ではないという判断に至
るものが多く、もともと研究を進めていた徳
島県の事例以外は選定に至らなかった。その
ため新たな事例を探すために、H24年度と H25
年度は東日本大震災の被災地の復興支援を
目的としたソーシャル・ビジネスのフィール
ド調査を行った。宮城県と岩手県のソーシャ
ル・ビジネスの事例を多く見て回ったが、萌
芽的な事象はいくつか見られたものの、この
時点で大きな結果が出ているものはまだな
く、これから定期的に訪問して見守っていこ
うと考えていた矢先に妊娠が分かり、H28 年
4 月に出産のために産前産後・育児休業に入
った。育休中は研究は出来ないと考えていた
のであるが、育休中に知り合った同じく育休
中の友人から育休中に経営学を学びたいと
いう相談を受けたため、共に「育休者がケー
スメソッド教育で経営者視点を学ぶための
勉強会（育休プチ MBA）」を立ち上げることと
なった。最初はボランティアのつもりであっ
たが、活動を続けていく中でこの「育休者の
Learning Community」によって育休中の従業
員が組織利用者から組織支持者に転換して
いくという意識変化が確認されたたことで、
研究者としての関心を持つようになり、H28
年 9 月に育休から復帰した後は、この
Learning Communityを研究対象として調査を
続けた。これまでの参加者のアンケート及び
インタビューから、勉強会の参加によって①
参加者の就労意欲及び組織への貢献意欲が
高まること、②管理職（組織支持者）となる
ことへの意欲が喚起されることが大きくな
ることが確認されている。これらはまだシン
プルな調査であるが興味深い傾向を示して
おり、今後緻密な調査を行う予定である。 
 
Figure1:勉強会参加による就労意欲の変化 

 



Figure2:勉強会参加による組織貢献意欲の
変化 

 
Figure3:勉強会参加による学習目的の変化 

 
これらの結果から、研究目的②の「組織利用
者を組織支持者にどうすれば転換させられ
るのか、変化における当事者意識をいかに醸
成できるのか」というテーマに対して、共に
学 習 す る 仲 間 す な わ ち Learning 

Community が有効なのではないかと考える
ようになった。つまり、Learning Community

での学習は組織利用者から組織支持者への
意識変化をもたらすのではないかと考えて
いる。この育休プチ MBA の活動は、H26 年と
H27 年には多くの人事部や経営層の人を招い
て研究報告会を開催したり研究報告書をま
とめたりというという作業を通じて、社会へ
の情報発信を心掛けるとともに、個のテーマ
に対する社会の関心の高さを感じた。そこで
H27年度から、育休者を対象とした、Learning 
Community による意識変革をテーマとして調
査を行っている。 
 

（２）育休者の意識変革がなぜ必要なのかに
ついてであるが、これは育休者のほとんどを
占める女性が抱える課題とほぼイコールで
ある。女性は、妊娠出産といったライフイベ
ントで 6 割が離職すると言われている。その
ためキャリアを長期的に描きづらい、管理職
側が長期的な育成をしにくいという課題が
ある。例えば独立行政法人労働政策研究・研

修機構の国際労働比較調査（2015 年）によ
ると、日本の管理職における女性の割合は
11.2%であるのに対し、フィリピン 47.1%、
アメリカ 43.3%、フランス 36.1%となってお
り、就業者に占める女性の割合が平均的であ
るにも拘らずわが国での女性の活躍は著し
く遅れていることが分かる。 

 

Figure4:就業者及び管理職に占める女性の
割合,2013 年（出所：独立行政法人労働政策
研究・研修機構「データブック国際労働比較
2015 

 

そしてその原因の一つは「M 字カーブ問題」
として知られる妊娠出産をきっかけとした
女性の離職である。国立社会保障・人口問題
研究所「第 14 回出生動向基本調査」の 1985

年から 2009 年にかけてのデータを見ると、
1986 年の「男女雇用機会均等法」成立、1991

年の育児休業法成立および 1995 年の改正を
経て、結婚退職は 37.3%から 25.6%に減少し
ているが、出産を経ても（育休なしおよび育
休利用）就業を継続している人の割合として
は 24.0%から 26.8%とほとんど増えていない。
妊娠前から無職である女性が 35.5%から
24.1%に減少している状況を併せて考えると、
育休制度はこれまで働くこと自体を諦めて
いた層を就業させる効果はあったかもしれ
ないが、出産後の継続就業にはつながってい
ないと言える。 

この女性の就業継続の課題を「職場環境に関
する要因」と「女性個人に関する要因」の 2

要因に分類し、先行研究分析、関係者へのヒ
アリングや二次データの分析から見えたこ
とは、継続就業を妨げている要因は女性個人
の意欲の問題以上に職場環境にあり、子育て
を担う女性には男性と同じような長時間労
働を前提とする働き方がフィットしないこ
とから、育児と業務責任を両立する自信がな
い、またその努力をしても適切に評価されな
いと考えることで女性が効力予期および結
果予期（Bandura,1977）を低下させており、
その結果、就労意欲を下方修正することで適
応しているという仮説である。 

 

（３）この社会的課題に対し、育休中にボラ
ンティア活動として何気なく始めた教育活
動が当事者意識の醸成という関係者の認知



を変える効果があると確認できたこと、また
ソーシャル・ビジネスとして事業的に成立す
る見込みが立ったことから、2015 年 12 月に
大学発ベンチャーを設立し、研究成果を社会 

に還元していくと同時に、社会的実験として
組織の関係者に認知構造の変化をもたらす
メカニズムとプロセスを引き続き研究して
いくこととした。 
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